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外環につきましては、高速道路にあわせ、地上部に「外環ノ２」「附

属街路」という街路が都市計画決定されています。

これまで、「東京外かく環状道路(関越道～東名高速)の計画のた

たき台<平成１３年４月>」や「東京外かく環状道路(関越道～東名高

速)に関する方針<平成１５年３月>」を作成し、様々な場で意見を聴

いてまいりました。

外環の検討を進めるにあたっては、同じ位置に都市計画決定され

ている地上部街路についても、基本的な考え方を示し、地域の皆さ

んの意見を聴きながら検討する必要があります。

東京都では、改めて現在の都市計画の内容を地域の皆さんにお

示しし、高速道路の外環を地下化した場合の地上部の取扱いにつ

いて、今後、皆さんの意見を聴きながら具体的な検討を進めてまい

ります。
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